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№ 部局名 使⽤料・⼿数料の名称 № 部局名 使⽤料・⼿数料の名称

1 福祉部 総合福祉センター使⽤料 9

教育委員会
事務局

教職員住宅使⽤料（別⼦⼭）

2 市⺠部 ⼥性総合センター使⽤料 10 広瀬歴史記念館使⽤料

3

環境部
⽕葬場使⽤料 11 ⽂化振興会館使⽤料

4 ⼀般廃棄物処理⼿数料 12 ⼭根グラウンド使⽤料

5 経済部 商業振興センター使⽤料 13 市⺠プール使⽤料

6

教育委員会
事務局

市⺠⽂化センター施設使⽤料 14 ⼭根総合体育館使⽤料

7 別⼦ハイツ⾃然学習館使⽤料 15 市⺠体育館使⽤料

8 学校施設開放使⽤料 16 多喜浜体育館使⽤料
3



28年度 29年度

報償費
「講師謝⾦等の基準表」に当てはまらない場合の合議

必 要 不 要
（伺に予算⾒積書（写）を添付）

⾷糧費 合議必要 湯茶購⼊を除くもののみ合議必要

万円を超えるものの合議

4

備品購⼊費
50万円を超えるものの合議

必 要 不 要
（伺に予算⾒積書（写）を添付）

補助⾦
交付⾦

⽀出負担⾏為書への合議

必 要 不 要

⾦額の変更が伴わない変更伺への合議

必 要 不 要


